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第第第第７０７０７０７０号議案号議案号議案号議案 

            豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例の一部改正についての一部改正についての一部改正についての一部改正について 

    豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を次のように定めるものの一部を改正する条例を次のように定めるものの一部を改正する条例を次のように定めるものの一部を改正する条例を次のように定めるもの

とすとすとすとする。る。る。る。 

        令和令和令和令和４４４４年年年年８８８８月月月月２５２５２５２５日提出日提出日提出日提出 

                                                                                    豊川市長豊川市長豊川市長豊川市長    竹竹竹竹    本本本本    幸幸幸幸    夫夫夫夫         

 

 

            豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例    

    豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例（（（（昭和昭和昭和昭和３０３０３０３０年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第２５２５２５２５号号号号）の一部を次）の一部を次）の一部を次）の一部を次

のよのよのよのよううううに改正する。に改正する。に改正する。に改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

    （総則）（総則）（総則）（総則）        （総則）（総則）（総則）（総則）    

第１条第１条第１条第１条    ((((略略略略))))    第１条第１条第１条第１条    ((((略略略略))))    

２２２２    職員以外の者のうち、職員について定め職員以外の者のうち、職員について定め職員以外の者のうち、職員について定め職員以外の者のうち、職員について定め

られている勤務時間以上勤務した日（法令られている勤務時間以上勤務した日（法令られている勤務時間以上勤務した日（法令られている勤務時間以上勤務した日（法令

又は条例若しくはこれに基づく規則により又は条例若しくはこれに基づく規則により又は条例若しくはこれに基づく規則により又は条例若しくはこれに基づく規則により

、勤務を要しないこととされ、又は休暇を、勤務を要しないこととされ、又は休暇を、勤務を要しないこととされ、又は休暇を、勤務を要しないこととされ、又は休暇を

与えられた日を含む。与えられた日を含む。与えられた日を含む。与えられた日を含む。第９条第２項におい第９条第２項におい第９条第２項におい第９条第２項におい

てててて「勤務日数」という。「勤務日数」という。「勤務日数」という。「勤務日数」という。）が）が）が）が18181818日日日日（（（（１月間１月間１月間１月間

の日数（の日数（の日数（の日数（豊川市の休日を定める条例（平成豊川市の休日を定める条例（平成豊川市の休日を定める条例（平成豊川市の休日を定める条例（平成

２年豊川市条例第２年豊川市条例第２年豊川市条例第２年豊川市条例第31313131号）第１条第１項各号号）第１条第１項各号号）第１条第１項各号号）第１条第１項各号

に掲げる日の日数は、に掲げる日の日数は、に掲げる日の日数は、に掲げる日の日数は、算入算入算入算入しない。）がしない。）がしない。）がしない。）が22220000

日に満たない日数の場合にあっては、日に満たない日数の場合にあっては、日に満たない日数の場合にあっては、日に満たない日数の場合にあっては、11118888日日日日

からからからから22220000日と当該日数との差に相当する日数日と当該日数との差に相当する日数日と当該日数との差に相当する日数日と当該日数との差に相当する日数

を減じた日数。を減じた日数。を減じた日数。を減じた日数。第９条第２項において第９条第２項において第９条第２項において第９条第２項において「職「職「職「職

員みなし日数」という。）員みなし日数」という。）員みなし日数」という。）員みなし日数」という。）以上ある月が引以上ある月が引以上ある月が引以上ある月が引

き続いてき続いてき続いてき続いて12121212月を超えるに至ったもので、そ月を超えるに至ったもので、そ月を超えるに至ったもので、そ月を超えるに至ったもので、そ

の超えるに至った日以後引き続き当該勤務の超えるに至った日以後引き続き当該勤務の超えるに至った日以後引き続き当該勤務の超えるに至った日以後引き続き当該勤務

時間により勤務することとされているもの時間により勤務することとされているもの時間により勤務することとされているもの時間により勤務することとされているもの

は、職員とみなして、この条例（第３条中は、職員とみなして、この条例（第３条中は、職員とみなして、この条例（第３条中は、職員とみなして、この条例（第３条中

11111111年以上年以上年以上年以上25252525年未満の期間勤続した者の通勤年未満の期間勤続した者の通勤年未満の期間勤続した者の通勤年未満の期間勤続した者の通勤

による負傷又は病気（以下「傷病」というによる負傷又は病気（以下「傷病」というによる負傷又は病気（以下「傷病」というによる負傷又は病気（以下「傷病」という

。）による退職及び死亡による退職に係る。）による退職及び死亡による退職に係る。）による退職及び死亡による退職に係る。）による退職及び死亡による退職に係る

部分以外の部分並びに第４条中公務上の傷部分以外の部分並びに第４条中公務上の傷部分以外の部分並びに第４条中公務上の傷部分以外の部分並びに第４条中公務上の傷

病又病又病又病又は死亡による退職に係る部分並びには死亡による退職に係る部分並びには死亡による退職に係る部分並びには死亡による退職に係る部分並びに25252525

年以上勤続した者の通勤による傷病による年以上勤続した者の通勤による傷病による年以上勤続した者の通勤による傷病による年以上勤続した者の通勤による傷病による

２２２２    職員以外の者のうち、職員について定め職員以外の者のうち、職員について定め職員以外の者のうち、職員について定め職員以外の者のうち、職員について定め

られている勤務時間以上勤務した日（法令られている勤務時間以上勤務した日（法令られている勤務時間以上勤務した日（法令られている勤務時間以上勤務した日（法令

又は条例若しくはこれに基づく規則により又は条例若しくはこれに基づく規則により又は条例若しくはこれに基づく規則により又は条例若しくはこれに基づく規則により

、勤務を要しないこととされ、又は休暇を、勤務を要しないこととされ、又は休暇を、勤務を要しないこととされ、又は休暇を、勤務を要しないこととされ、又は休暇を

与えられた日を含む。与えられた日を含む。与えられた日を含む。与えられた日を含む。）が）が）が）が18181818日日日日以下「勤務以下「勤務以下「勤務以下「勤務

日数」という。（１月間の日数（豊川市の日数」という。（１月間の日数（豊川市の日数」という。（１月間の日数（豊川市の日数」という。（１月間の日数（豊川市の

休日を定める条例（平成２年豊川市条例第休日を定める条例（平成２年豊川市条例第休日を定める条例（平成２年豊川市条例第休日を定める条例（平成２年豊川市条例第

31313131号）号）号）号）                                                            第第第第

１条第１１条第１１条第１１条第１    項各号項各号項各号項各号に掲げる日の日数は、参に掲げる日の日数は、参に掲げる日の日数は、参に掲げる日の日数は、参

入しない入しない入しない入しない。）が。）が。）が。）が22220000日に満たない日数の場合日に満たない日数の場合日に満たない日数の場合日に満たない日数の場合

にあっては、にあっては、にあっては、にあっては、11118888日から日から日から日から22220000日と当該日数との日と当該日数との日と当該日数との日と当該日数との

差に相当する日数を減じた日数。以下「職差に相当する日数を減じた日数。以下「職差に相当する日数を減じた日数。以下「職差に相当する日数を減じた日数。以下「職

員みなし日数」という。）員みなし日数」という。）員みなし日数」という。）員みなし日数」という。）以上ある月が引以上ある月が引以上ある月が引以上ある月が引

き続いてき続いてき続いてき続いて12121212月を超えるに至ったもので、そ月を超えるに至ったもので、そ月を超えるに至ったもので、そ月を超えるに至ったもので、そ

の超えるに至った日以後引き続き当該勤務の超えるに至った日以後引き続き当該勤務の超えるに至った日以後引き続き当該勤務の超えるに至った日以後引き続き当該勤務

時間により勤務することとされているもの時間により勤務することとされているもの時間により勤務することとされているもの時間により勤務することとされているもの

は、職員とみなして、この条例（第３条中は、職員とみなして、この条例（第３条中は、職員とみなして、この条例（第３条中は、職員とみなして、この条例（第３条中

11111111年以上年以上年以上年以上25252525年未満の期間勤続した者の通勤年未満の期間勤続した者の通勤年未満の期間勤続した者の通勤年未満の期間勤続した者の通勤

による負傷又は病気（以下「傷病」というによる負傷又は病気（以下「傷病」というによる負傷又は病気（以下「傷病」というによる負傷又は病気（以下「傷病」という

。）による退職及び死亡による退職に係る。）による退職及び死亡による退職に係る。）による退職及び死亡による退職に係る。）による退職及び死亡による退職に係る

部分以外の部分並びに第４条中公務上の傷部分以外の部分並びに第４条中公務上の傷部分以外の部分並びに第４条中公務上の傷部分以外の部分並びに第４条中公務上の傷

病又病又病又病又は死亡による退職に係る部分並びには死亡による退職に係る部分並びには死亡による退職に係る部分並びには死亡による退職に係る部分並びに25252525

年以上勤続し年以上勤続し年以上勤続し年以上勤続した者の通勤による傷病によるた者の通勤による傷病によるた者の通勤による傷病によるた者の通勤による傷病による
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退職及び死亡による退職に係る部分以外の退職及び死亡による退職に係る部分以外の退職及び死亡による退職に係る部分以外の退職及び死亡による退職に係る部分以外の

部分を除く。）の規定を適用する。ただし部分を除く。）の規定を適用する。ただし部分を除く。）の規定を適用する。ただし部分を除く。）の規定を適用する。ただし

、地方公務員法第、地方公務員法第、地方公務員法第、地方公務員法第22222222条の２第１項第１号に条の２第１項第１号に条の２第１項第１号に条の２第１項第１号に

掲げる職員については、この限りでない。掲げる職員については、この限りでない。掲げる職員については、この限りでない。掲げる職員については、この限りでない。    

退職及び死亡による退職に係る部分以外の退職及び死亡による退職に係る部分以外の退職及び死亡による退職に係る部分以外の退職及び死亡による退職に係る部分以外の

部分を除く。）の規定を適用する。ただし部分を除く。）の規定を適用する。ただし部分を除く。）の規定を適用する。ただし部分を除く。）の規定を適用する。ただし

、地方公務員法第、地方公務員法第、地方公務員法第、地方公務員法第22222222条の２第１項第１号に条の２第１項第１号に条の２第１項第１号に条の２第１項第１号に

掲げる職員については、この限りでない。掲げる職員については、この限りでない。掲げる職員については、この限りでない。掲げる職員については、この限りでない。    

    （失業者の退職手当）（失業者の退職手当）（失業者の退職手当）（失業者の退職手当）        （失業者の退職手当）（失業者の退職手当）（失業者の退職手当）（失業者の退職手当）    

第９条第９条第９条第９条    ((((略略略略))))    第９条第９条第９条第９条    ((((略略略略))))    

２２２２    前項の基準勤続期間とは、職員としての前項の基準勤続期間とは、職員としての前項の基準勤続期間とは、職員としての前項の基準勤続期間とは、職員としての

勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間をいう。この場合において、当該

勤続期間に係る職員となった日前に職員又勤続期間に係る職員となった日前に職員又勤続期間に係る職員となった日前に職員又勤続期間に係る職員となった日前に職員又

は職員以外の者では職員以外の者では職員以外の者では職員以外の者で勤務日数勤務日数勤務日数勤務日数が職員みなし日が職員みなし日が職員みなし日が職員みなし日

数数数数て定いる勤務時間以上勤務した日（法令て定いる勤務時間以上勤務した日（法令て定いる勤務時間以上勤務した日（法令て定いる勤務時間以上勤務した日（法令

又は条例若しくはこれに基づく規則により又は条例若しくはこれに基づく規則により又は条例若しくはこれに基づく規則により又は条例若しくはこれに基づく規則により

、勤務を要しないこととされ、又は休暇を、勤務を要しないこととされ、又は休暇を、勤務を要しないこととされ、又は休暇を、勤務を要しないこととされ、又は休暇を

与えられた日を含む。）与えられた日を含む。）与えられた日を含む。）与えられた日を含む。）以上ある月が１月以上ある月が１月以上ある月が１月以上ある月が１月

以上あるもの（季節的業務に４箇月以内の以上あるもの（季節的業務に４箇月以内の以上あるもの（季節的業務に４箇月以内の以上あるもの（季節的業務に４箇月以内の

期間を定めて雇用され、又は季節的に４箇期間を定めて雇用され、又は季節的に４箇期間を定めて雇用され、又は季節的に４箇期間を定めて雇用され、又は季節的に４箇

月以内の期間を定めて雇用されていた者に月以内の期間を定めて雇用されていた者に月以内の期間を定めて雇用されていた者に月以内の期間を定めて雇用されていた者に

あっては、引き続き当該所定の期間を超えあっては、引き続き当該所定の期間を超えあっては、引き続き当該所定の期間を超えあっては、引き続き当該所定の期間を超え

て勤務したものに限る。）であった者（以て勤務したものに限る。）であった者（以て勤務したものに限る。）であった者（以て勤務したものに限る。）であった者（以

下この項におい下この項におい下この項におい下この項において「職員等」という。）でて「職員等」という。）でて「職員等」という。）でて「職員等」という。）で

あったことがあるものについては、当該職あったことがあるものについては、当該職あったことがあるものについては、当該職あったことがあるものについては、当該職

員等であった期間を含むものとし、当該勤員等であった期間を含むものとし、当該勤員等であった期間を含むものとし、当該勤員等であった期間を含むものとし、当該勤

続期間又は当該職員等であった期間に次の続期間又は当該職員等であった期間に次の続期間又は当該職員等であった期間に次の続期間又は当該職員等であった期間に次の

各号に掲げる期間が含まれているときは、各号に掲げる期間が含まれているときは、各号に掲げる期間が含まれているときは、各号に掲げる期間が含まれているときは、

当該各号に掲げる期間に該当する全ての期当該各号に掲げる期間に該当する全ての期当該各号に掲げる期間に該当する全ての期当該各号に掲げる期間に該当する全ての期

間を除く。間を除く。間を除く。間を除く。    

２２２２    前項の基準勤続期間とは、職員としての前項の基準勤続期間とは、職員としての前項の基準勤続期間とは、職員としての前項の基準勤続期間とは、職員としての

勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間をいう。この場合において、当該

勤続期間に係る職員となった日前に職員又勤続期間に係る職員となった日前に職員又勤続期間に係る職員となった日前に職員又勤続期間に係る職員となった日前に職員又

は職員以外の者では職員以外の者では職員以外の者では職員以外の者で職員について定められて職員について定められて職員について定められて職員について定められて

いる勤務時間以上勤務した日（法令又は条いる勤務時間以上勤務した日（法令又は条いる勤務時間以上勤務した日（法令又は条いる勤務時間以上勤務した日（法令又は条

例若しくはこれに基づく規則により、勤務例若しくはこれに基づく規則により、勤務例若しくはこれに基づく規則により、勤務例若しくはこれに基づく規則により、勤務

を要しないこととされ、又は休暇を与えらを要しないこととされ、又は休暇を与えらを要しないこととされ、又は休暇を与えらを要しないこととされ、又は休暇を与えら

れた日を含む。）がれた日を含む。）がれた日を含む。）がれた日を含む。）が18181818日日日日以上ある月が１月以上ある月が１月以上ある月が１月以上ある月が１月

以上あるもの（季節的業務に４箇月以内の以上あるもの（季節的業務に４箇月以内の以上あるもの（季節的業務に４箇月以内の以上あるもの（季節的業務に４箇月以内の

期間を定めて雇用され、又は季節的に４箇期間を定めて雇用され、又は季節的に４箇期間を定めて雇用され、又は季節的に４箇期間を定めて雇用され、又は季節的に４箇

月以内の期間を定めて雇用されていた者に月以内の期間を定めて雇用されていた者に月以内の期間を定めて雇用されていた者に月以内の期間を定めて雇用されていた者に

あっては、引き続き当該所定の期間を超えあっては、引き続き当該所定の期間を超えあっては、引き続き当該所定の期間を超えあっては、引き続き当該所定の期間を超え

て勤務したものに限る。）であった者（以て勤務したものに限る。）であった者（以て勤務したものに限る。）であった者（以て勤務したものに限る。）であった者（以

下この項におい下この項におい下この項におい下この項において「職員等」という。）でて「職員等」という。）でて「職員等」という。）でて「職員等」という。）で

あったことがあるものについては、当該職あったことがあるものについては、当該職あったことがあるものについては、当該職あったことがあるものについては、当該職

員等であった期間を含むものとし、当該勤員等であった期間を含むものとし、当該勤員等であった期間を含むものとし、当該勤員等であった期間を含むものとし、当該勤

続期間又は当該職員等であった期間に次の続期間又は当該職員等であった期間に次の続期間又は当該職員等であった期間に次の続期間又は当該職員等であった期間に次の

各号に掲げる期間が含まれているときは、各号に掲げる期間が含まれているときは、各号に掲げる期間が含まれているときは、各号に掲げる期間が含まれているときは、

当該各号に掲げる期間に該当する全ての期当該各号に掲げる期間に該当する全ての期当該各号に掲げる期間に該当する全ての期当該各号に掲げる期間に該当する全ての期

間を除く。間を除く。間を除く。間を除く。    

    ((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))        ((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    

３３３３    ((((略略略略))))    ３３３３    ((((略略略略))))    

４４４４    第１項及び前項の規定による退職手当の第１項及び前項の規定による退職手当の第１項及び前項の規定による退職手当の第１項及び前項の規定による退職手当の

支給に係る退職が定年に達したことその他支給に係る退職が定年に達したことその他支給に係る退職が定年に達したことその他支給に係る退職が定年に達したことその他

市長が定める理由によるものである市長が定める理由によるものである市長が定める理由によるものである市長が定める理由によるものである職員が職員が職員が職員が

、、、、当該退職後一定の期間求職の申込みをし当該退職後一定の期間求職の申込みをし当該退職後一定の期間求職の申込みをし当該退職後一定の期間求職の申込みをし

ないことを希望する場合において、市長がないことを希望する場合において、市長がないことを希望する場合において、市長がないことを希望する場合において、市長が

定めるところにより、市長にその旨を申し定めるところにより、市長にその旨を申し定めるところにより、市長にその旨を申し定めるところにより、市長にその旨を申し

出たときは、第１項中「当該各号に定める出たときは、第１項中「当該各号に定める出たときは、第１項中「当該各号に定める出たときは、第１項中「当該各号に定める

期間」とあるのは「当該各号に定める期間期間」とあるのは「当該各号に定める期間期間」とあるのは「当該各号に定める期間期間」とあるのは「当該各号に定める期間

と、求職の申込みをしないことを希望すると、求職の申込みをしないことを希望すると、求職の申込みをしないことを希望すると、求職の申込みをしないことを希望する

一定の期間（１年を限度とする。）に相当一定の期間（１年を限度とする。）に相当一定の期間（１年を限度とする。）に相当一定の期間（１年を限度とする。）に相当

する期間を合算した期間（当該求職の申込する期間を合算した期間（当該求職の申込する期間を合算した期間（当該求職の申込する期間を合算した期間（当該求職の申込

みをしないことを希望する一定の期間内にみをしないことを希望する一定の期間内にみをしないことを希望する一定の期間内にみをしないことを希望する一定の期間内に

求職の申込みをしたときは、当求職の申込みをしたときは、当求職の申込みをしたときは、当求職の申込みをしたときは、当該各号に定該各号に定該各号に定該各号に定

４４４４    第１項及び前項の規定による退職手当の第１項及び前項の規定による退職手当の第１項及び前項の規定による退職手当の第１項及び前項の規定による退職手当の

支給に係る退職が定年に達したことその他支給に係る退職が定年に達したことその他支給に係る退職が定年に達したことその他支給に係る退職が定年に達したことその他

市長が定める理由によるものである市長が定める理由によるものである市長が定める理由によるものである市長が定める理由によるものである職員が職員が職員が職員が

、、、、当該退職後一定の期間求職の申込みをし当該退職後一定の期間求職の申込みをし当該退職後一定の期間求職の申込みをし当該退職後一定の期間求職の申込みをし

ないことを希望する場合において、市長がないことを希望する場合において、市長がないことを希望する場合において、市長がないことを希望する場合において、市長が

定めるところにより、市長にその旨を申し定めるところにより、市長にその旨を申し定めるところにより、市長にその旨を申し定めるところにより、市長にその旨を申し

出たときは、第１項中「当該各号に定める出たときは、第１項中「当該各号に定める出たときは、第１項中「当該各号に定める出たときは、第１項中「当該各号に定める

期間」とあるの期間」とあるの期間」とあるの期間」とあるのは「当該各号に定める期間は「当該各号に定める期間は「当該各号に定める期間は「当該各号に定める期間

と、求職の申込みをしないことを希望すると、求職の申込みをしないことを希望すると、求職の申込みをしないことを希望すると、求職の申込みをしないことを希望する

一定の期間（１年を限度とする。）に相当一定の期間（１年を限度とする。）に相当一定の期間（１年を限度とする。）に相当一定の期間（１年を限度とする。）に相当

する期間を合算した期間（当該求職の申込する期間を合算した期間（当該求職の申込する期間を合算した期間（当該求職の申込する期間を合算した期間（当該求職の申込

みをしないことを希望する一定の期間内にみをしないことを希望する一定の期間内にみをしないことを希望する一定の期間内にみをしないことを希望する一定の期間内に

求職の申込みをしたときは、当該各号に定求職の申込みをしたときは、当該各号に定求職の申込みをしたときは、当該各号に定求職の申込みをしたときは、当該各号に定
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める期間に当該退職の日の翌日から当該求める期間に当該退職の日の翌日から当該求める期間に当該退職の日の翌日から当該求める期間に当該退職の日の翌日から当該求

職の申込みをした日の前日までの期間に相職の申込みをした日の前日までの期間に相職の申込みをした日の前日までの期間に相職の申込みをした日の前日までの期間に相

当する期間を加算した期間）」と、「当該当する期間を加算した期間）」と、「当該当する期間を加算した期間）」と、「当該当する期間を加算した期間）」と、「当該

期間内」とあるのは「当該合算した期間内期間内」とあるのは「当該合算した期間内期間内」とあるのは「当該合算した期間内期間内」とあるのは「当該合算した期間内

」と、前項中「支給期間」とあるのは「第」と、前項中「支給期間」とあるのは「第」と、前項中「支給期間」とあるのは「第」と、前項中「支給期間」とあるのは「第

４項において読み替えられた第１項に規定４項において読み替えられた第１項に規定４項において読み替えられた第１項に規定４項において読み替えられた第１項に規定

する支給期間」する支給期間」する支給期間」する支給期間」ととととし、当該退職の日後に事し、当該退職の日後に事し、当該退職の日後に事し、当該退職の日後に事

業（その実施期間が業（その実施期間が業（その実施期間が業（その実施期間が30303030日未満のものその他日未満のものその他日未満のものその他日未満のものその他

市長が市長が市長が市長が定めるものを除く。）を開始した職定めるものを除く。）を開始した職定めるものを除く。）を開始した職定めるものを除く。）を開始した職

員その他これに準ずるものとして員その他これに準ずるものとして員その他これに準ずるものとして員その他これに準ずるものとして市長が市長が市長が市長が定定定定

める職員がめる職員がめる職員がめる職員が市長が市長が市長が市長が定めるところにより、定めるところにより、定めるところにより、定めるところにより、市市市市

長長長長にその旨を申し出たときは、当該事業のにその旨を申し出たときは、当該事業のにその旨を申し出たときは、当該事業のにその旨を申し出たときは、当該事業の

実施期間（当該実施実施期間（当該実施実施期間（当該実施実施期間（当該実施期間期間期間期間の日数が４年からの日数が４年からの日数が４年からの日数が４年から

第１項及び第１項及び第１項及び第１項及びこのこのこのこの項の規定により算出される項の規定により算出される項の規定により算出される項の規定により算出される

期間の日数を除いた日数を超える場合にお期間の日数を除いた日数を超える場合にお期間の日数を除いた日数を超える場合にお期間の日数を除いた日数を超える場合にお

ける当該超える日数を除く。）は、第１項ける当該超える日数を除く。）は、第１項ける当該超える日数を除く。）は、第１項ける当該超える日数を除く。）は、第１項

及び及び及び及びこのこのこのこの項の規定による期間に算入しない項の規定による期間に算入しない項の規定による期間に算入しない項の規定による期間に算入しない

。。。。    

める期間に当該退職の日の翌日から当該求める期間に当該退職の日の翌日から当該求める期間に当該退職の日の翌日から当該求める期間に当該退職の日の翌日から当該求

職の申込みをした日の前日までの期間に相職の申込みをした日の前日までの期間に相職の申込みをした日の前日までの期間に相職の申込みをした日の前日までの期間に相

当する期間を加算した期間）」と、「当該当する期間を加算した期間）」と、「当該当する期間を加算した期間）」と、「当該当する期間を加算した期間）」と、「当該

期間内」とあるのは「当該合算した期間内期間内」とあるのは「当該合算した期間内期間内」とあるのは「当該合算した期間内期間内」とあるのは「当該合算した期間内

」と、前項中「支給期間」とあるのは「第」と、前項中「支給期間」とあるのは「第」と、前項中「支給期間」とあるのは「第」と、前項中「支給期間」とあるのは「第

４項において読み替えられた第１項に規定４項において読み替えられた第１項に規定４項において読み替えられた第１項に規定４項において読み替えられた第１項に規定

する支給期間」とする支給期間」とする支給期間」とする支給期間」とするするするする当該退職の日後に事当該退職の日後に事当該退職の日後に事当該退職の日後に事

業（その実施期間が業（その実施期間が業（その実施期間が業（その実施期間が30303030日未満のも日未満のも日未満のも日未満のものその他のその他のその他のその他

人事委員会規則で定めるものを除く。）を人事委員会規則で定めるものを除く。）を人事委員会規則で定めるものを除く。）を人事委員会規則で定めるものを除く。）を

開始した職員その他これに準ずるものとし開始した職員その他これに準ずるものとし開始した職員その他これに準ずるものとし開始した職員その他これに準ずるものとし

て人事委員会規則で定める職員が人事委員て人事委員会規則で定める職員が人事委員て人事委員会規則で定める職員が人事委員て人事委員会規則で定める職員が人事委員

会規則で定めるところにより、知事にその会規則で定めるところにより、知事にその会規則で定めるところにより、知事にその会規則で定めるところにより、知事にその

旨を申し出たときは、当該事業の実施期間旨を申し出たときは、当該事業の実施期間旨を申し出たときは、当該事業の実施期間旨を申し出たときは、当該事業の実施期間

（当該実施機関の日数が４年から第１項及（当該実施機関の日数が４年から第１項及（当該実施機関の日数が４年から第１項及（当該実施機関の日数が４年から第１項及

間の日数を除いた日数を超える場合におけ間の日数を除いた日数を超える場合におけ間の日数を除いた日数を超える場合におけ間の日数を除いた日数を超える場合におけ

る当該超える日数を除く。）は、第１項及る当該超える日数を除く。）は、第１項及る当該超える日数を除く。）は、第１項及る当該超える日数を除く。）は、第１項及

び本び本び本び本        項の規定による期間に算入しない項の規定による期間に算入しない項の規定による期間に算入しない項の規定による期間に算入しない

。。。。    

５～５～５～５～11110000    ((((略略略略))))    ５～５～５～５～11110000    ((((略略略略))))    

11111111    第１項、第３項及び第５項から前項まで第１項、第３項及び第５項から前項まで第１項、第３項及び第５項から前項まで第１項、第３項及び第５項から前項まで

に定めるもののほか、第１項又は第３項のに定めるもののほか、第１項又は第３項のに定めるもののほか、第１項又は第３項のに定めるもののほか、第１項又は第３項の

規定による退職手当の支給を受けることが規定による退職手当の支給を受けることが規定による退職手当の支給を受けることが規定による退職手当の支給を受けることが

できる者で次の各号の規定に該当するものできる者で次の各号の規定に該当するものできる者で次の各号の規定に該当するものできる者で次の各号の規定に該当するもの

に対しては、それぞれ当該各号に掲げる金に対しては、それぞれ当該各号に掲げる金に対しては、それぞれ当該各号に掲げる金に対しては、それぞれ当該各号に掲げる金

額を、退職手当として、雇用保険法の規定額を、退職手当として、雇用保険法の規定額を、退職手当として、雇用保険法の規定額を、退職手当として、雇用保険法の規定

による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当

、就業促進手当、移転費又は求職活動支援、就業促進手当、移転費又は求職活動支援、就業促進手当、移転費又は求職活動支援、就業促進手当、移転費又は求職活動支援

費の支給の条件に従い支給する。費の支給の条件に従い支給する。費の支給の条件に従い支給する。費の支給の条件に従い支給する。    

11111111    第１項、第３項及び第５項から前項まで第１項、第３項及び第５項から前項まで第１項、第３項及び第５項から前項まで第１項、第３項及び第５項から前項まで

に定めるもののほか、第１項又は第３項のに定めるもののほか、第１項又は第３項のに定めるもののほか、第１項又は第３項のに定めるもののほか、第１項又は第３項の

規定による退職手当の支給を受けることが規定による退職手当の支給を受けることが規定による退職手当の支給を受けることが規定による退職手当の支給を受けることが

できる者で次の各号の規定に該当するものできる者で次の各号の規定に該当するものできる者で次の各号の規定に該当するものできる者で次の各号の規定に該当するもの

に対しては、それに対しては、それに対しては、それに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金ぞれ当該各号に掲げる金ぞれ当該各号に掲げる金ぞれ当該各号に掲げる金

額を、退職手当として、雇用保険法の規定額を、退職手当として、雇用保険法の規定額を、退職手当として、雇用保険法の規定額を、退職手当として、雇用保険法の規定

による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当

、就業促進手当、移転費又は求職活動支援、就業促進手当、移転費又は求職活動支援、就業促進手当、移転費又は求職活動支援、就業促進手当、移転費又は求職活動支援

費の支給の条件に従い支給する。費の支給の条件に従い支給する。費の支給の条件に従い支給する。費の支給の条件に従い支給する。    

((((１１１１))))～～～～((((４４４４))))    ((((略略略略))))    ((((１１１１))))～～～～((((４４４４))))    ((((略略略略))))    

((((５５５５))))    公共職業安定所、職業安定法公共職業安定所、職業安定法公共職業安定所、職業安定法公共職業安定所、職業安定法第４条第４条第４条第４条

第９項第９項第９項第９項に規定する特定地方公共団体若しに規定する特定地方公共団体若しに規定する特定地方公共団体若しに規定する特定地方公共団体若し

くは同法第くは同法第くは同法第くは同法第18181818条の２に規定する職業紹介条の２に規定する職業紹介条の２に規定する職業紹介条の２に規定する職業紹介

事業者の紹介した職業に就くため、又は事業者の紹介した職業に就くため、又は事業者の紹介した職業に就くため、又は事業者の紹介した職業に就くため、又は

市長が雇用保険法の規定の例により指示市長が雇用保険法の規定の例により指示市長が雇用保険法の規定の例により指示市長が雇用保険法の規定の例により指示

した同法第した同法第した同法第した同法第58585858条第１項に規定する公共職条第１項に規定する公共職条第１項に規定する公共職条第１項に規定する公共職

業訓練等を受けるため、その住所又は居業訓練等を受けるため、その住所又は居業訓練等を受けるため、その住所又は居業訓練等を受けるため、その住所又は居

所を変更する者所を変更する者所を変更する者所を変更する者    同条第２項に規定する同条第２項に規定する同条第２項に規定する同条第２項に規定する

移転費の額に相当する金額移転費の額に相当する金額移転費の額に相当する金額移転費の額に相当する金額    

((((５５５５))))    公共職業安定所、職業安定法公共職業安定所、職業安定法公共職業安定所、職業安定法公共職業安定所、職業安定法第４条第４条第４条第４条

第第第第８８８８項項項項に規定する特定地方公共団体若しに規定する特定地方公共団体若しに規定する特定地方公共団体若しに規定する特定地方公共団体若し

くは同法第くは同法第くは同法第くは同法第18181818条の２に規定する職業紹介条の２に規定する職業紹介条の２に規定する職業紹介条の２に規定する職業紹介

事業者の紹介した職業に就くため、又は事業者の紹介した職業に就くため、又は事業者の紹介した職業に就くため、又は事業者の紹介した職業に就くため、又は

市長が雇用保険法の規定の例により指示市長が雇用保険法の規定の例により指示市長が雇用保険法の規定の例により指示市長が雇用保険法の規定の例により指示

した同法第した同法第した同法第した同法第58585858条第１項に規定する公共職条第１項に規定する公共職条第１項に規定する公共職条第１項に規定する公共職

業訓練等を受業訓練等を受業訓練等を受業訓練等を受けるため、その住所又は居けるため、その住所又は居けるため、その住所又は居けるため、その住所又は居

所を変更する者所を変更する者所を変更する者所を変更する者    同条第２項に規定する同条第２項に規定する同条第２項に規定する同条第２項に規定する

移転費の額に相当する金額移転費の額に相当する金額移転費の額に相当する金額移転費の額に相当する金額    

((((６６６６))))    ((((略略略略))))    ((((６６６６))))    ((((略略略略))))    

11112222～～～～11117777    ((((略略略略))))    11112222～～～～11117777    ((((略略略略))))    

            附附附附    則則則則                附附附附    則則則則    



----    4 4 4 4 ----    

１１１１～～～～11112222    ((((略略略略))))    １１１１～～～～12121212    ((((略略略略))))    

11113333    令和７年令和７年令和７年令和７年３月３月３月３月31313131日日日日以前に退職した職員に以前に退職した職員に以前に退職した職員に以前に退職した職員に

対する第９条第対する第９条第対する第９条第対する第９条第10101010項の規定の適用について項の規定の適用について項の規定の適用について項の規定の適用について

は、同項中「第は、同項中「第は、同項中「第は、同項中「第28282828条まで」とあるのは「第条まで」とあるのは「第条まで」とあるのは「第条まで」とあるのは「第

28282828条まで及び附則第５条」と、同項第２号条まで及び附則第５条」と、同項第２号条まで及び附則第５条」と、同項第２号条まで及び附則第５条」と、同項第２号

中中中中    

「イ「イ「イ「イ    雇用保険法第雇用保険法第雇用保険法第雇用保険法第22222222条第２項に規定する条第２項に規定する条第２項に規定する条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職

が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第24242424条の２条の２条の２条の２

第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者

として市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつ

、市長が同項に規定する指導基準に照、市長が同項に規定する指導基準に照、市長が同項に規定する指導基準に照、市長が同項に規定する指導基準に照

らして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職

業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め

たもの」たもの」たもの」たもの」    

とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは    

「イ「イ「イ「イ    雇用保険法第雇用保険法第雇用保険法第雇用保険法第22222222条第２項に条第２項に条第２項に条第２項に規定する規定する規定する規定する

厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職

が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第24242424条の２条の２条の２条の２

第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者

として市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつ

、市長が同項に規定する指導基準に照、市長が同項に規定する指導基準に照、市長が同項に規定する指導基準に照、市長が同項に規定する指導基準に照

らして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職

業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め

たものたものたものたもの    

    ウウウウ    特定退職者であって、雇用保険法特定退職者であって、雇用保険法特定退職者であって、雇用保険法特定退職者であって、雇用保険法    

    附則第５条第１項に規定する地域内附則第５条第１項に規定する地域内附則第５条第１項に規定する地域内附則第５条第１項に規定する地域内

に居住し、かつ、市長が同法第に居住し、かつ、市長が同法第に居住し、かつ、市長が同法第に居住し、かつ、市長が同法第24242424条条条条

の２第１項に規定する指導基準に照の２第１項に規定する指導基準に照の２第１項に規定する指導基準に照の２第１項に規定する指導基準に照

らして再就職を促進するために必要らして再就職を促進するために必要らして再就職を促進するために必要らして再就職を促進するために必要

な職業安定法第４条第４項に規定すな職業安定法第４条第４項に規定すな職業安定法第４条第４項に規定すな職業安定法第４条第４項に規定す

る職業指導を行うことが適当であるる職業指導を行うことが適当であるる職業指導を行うことが適当であるる職業指導を行うことが適当である

と認めたもの（アに掲げる者を除くと認めたもの（アに掲げる者を除くと認めたもの（アに掲げる者を除くと認めたもの（アに掲げる者を除く

。）」。）」。）」。）」    

とする。とする。とする。とする。    

13131313    平成平成平成平成34343434年３月年３月年３月年３月31313131日日日日以前に退職した職員に以前に退職した職員に以前に退職した職員に以前に退職した職員に

対する第９条第対する第９条第対する第９条第対する第９条第10101010項の規定の適用について項の規定の適用について項の規定の適用について項の規定の適用について

は、同項中「第は、同項中「第は、同項中「第は、同項中「第28282828条まで」とあるのは「第条まで」とあるのは「第条まで」とあるのは「第条まで」とあるのは「第

28282828条まで及び附則第５条」と、同項第２号条まで及び附則第５条」と、同項第２号条まで及び附則第５条」と、同項第２号条まで及び附則第５条」と、同項第２号

中中中中    

「イ「イ「イ「イ    雇用保険法第雇用保険法第雇用保険法第雇用保険法第22222222条第２項に規定する条第２項に規定する条第２項に規定する条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職

が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第24242424条の２条の２条の２条の２

第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者

として市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつ

、市長が同項に規定する指導基準に照、市長が同項に規定する指導基準に照、市長が同項に規定する指導基準に照、市長が同項に規定する指導基準に照

らして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職

業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め

たもの」たもの」たもの」たもの」    

とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは    

「イ「イ「イ「イ    雇用保険法第雇用保険法第雇用保険法第雇用保険法第22222222条第２項に規定する条第２項に規定する条第２項に規定する条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職厚生労働省令で定める理由により就職

が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第が困難な者であって、同法第24242424条の２条の２条の２条の２

第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者第１項第２号に掲げる者に相当する者

として市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつとして市長が定める者に該当し、かつ

、市長が同項に規、市長が同項に規、市長が同項に規、市長が同項に規定する指導基準に照定する指導基準に照定する指導基準に照定する指導基準に照

らして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要ならして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職職業安定法第４条第４項に規定する職

業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め業指導を行うことが適当であると認め

たものたものたものたもの    

ウウウウ    特定退職者であって、雇用保険法特定退職者であって、雇用保険法特定退職者であって、雇用保険法特定退職者であって、雇用保険法

附則第５条第１項に規定する地域内附則第５条第１項に規定する地域内附則第５条第１項に規定する地域内附則第５条第１項に規定する地域内

に居住し、かつ、市長が同法第に居住し、かつ、市長が同法第に居住し、かつ、市長が同法第に居住し、かつ、市長が同法第24242424条条条条

の２第１項に規定する指導基準に照の２第１項に規定する指導基準に照の２第１項に規定する指導基準に照の２第１項に規定する指導基準に照

らして再就職を促進するために必要らして再就職を促進するために必要らして再就職を促進するために必要らして再就職を促進するために必要

な職業安定法第４条第４項に規定すな職業安定法第４条第４項に規定すな職業安定法第４条第４項に規定すな職業安定法第４条第４項に規定す

る職業指導を行うことが適当であるる職業指導を行うことが適当であるる職業指導を行うことが適当であるる職業指導を行うことが適当である

と認めたもの（アに掲げる者を除くと認めたもの（アに掲げる者を除くと認めたもの（アに掲げる者を除くと認めたもの（アに掲げる者を除く

。）」。）」。）」。）」    

とする。とする。とする。とする。    

            附附附附    則則則則    

    （施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）    

１１１１    この条例この条例この条例この条例はははは、、、、令和４年令和４年令和４年令和４年１０１０１０１０月１日月１日月１日月１日から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。    



----    5 5 5 5 ----    

    （経過措置）（経過措置）（経過措置）（経過措置）    

２２２２    この条例による改正後の豊川市職員退職手当支給条例（以下「新条例」とこの条例による改正後の豊川市職員退職手当支給条例（以下「新条例」とこの条例による改正後の豊川市職員退職手当支給条例（以下「新条例」とこの条例による改正後の豊川市職員退職手当支給条例（以下「新条例」と

いう。）いう。）いう。）いう。）第１条第２項及び第９条第２項の規定は、第１条第２項及び第９条第２項の規定は、第１条第２項及び第９条第２項の規定は、第１条第２項及び第９条第２項の規定は、この条例の施行の日この条例の施行の日この条例の施行の日この条例の施行の日以後以後以後以後

の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用    

し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。    

３３３３    新条例新条例新条例新条例第９条第４項及び次項の規定は、令和４年７月１日から適用する。第９条第４項及び次項の規定は、令和４年７月１日から適用する。第９条第４項及び次項の規定は、令和４年７月１日から適用する。第９条第４項及び次項の規定は、令和４年７月１日から適用する。    

４４４４    新条例第９条第４項の規定は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開始新条例第９条第４項の規定は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開始新条例第９条第４項の規定は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開始新条例第９条第４項の規定は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開始

した職員その他これに準した職員その他これに準した職員その他これに準した職員その他これに準ずずずずるものとして同項のるものとして同項のるものとして同項のるものとして同項の市長が市長が市長が市長が定める職員に該当する定める職員に該当する定める職員に該当する定める職員に該当する

に至った者について適用する。に至った者について適用する。に至った者について適用する。に至った者について適用する。    

    （豊川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正）（豊川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正）（豊川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正）（豊川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正）    

５５５５    豊川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和３８年豊川市条豊川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和３８年豊川市条豊川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和３８年豊川市条豊川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和３８年豊川市条

例第６例第６例第６例第６号）の一部を次のように改正する。号）の一部を次のように改正する。号）の一部を次のように改正する。号）の一部を次のように改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

            附附附附    則則則則                附附附附    則則則則    

１～３１～３１～３１～３    ((((略略略略))))    １～３１～３１～３１～３    ((((略略略略))))    

４４４４    豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例豊川市職員退職手当支給条例第１条第２第１条第２第１条第２第１条第２

項項項項に規定する者以外の常時勤務に服するこに規定する者以外の常時勤務に服するこに規定する者以外の常時勤務に服するこに規定する者以外の常時勤務に服するこ

とを要しない者の同項に規定する勤務したとを要しない者の同項に規定する勤務したとを要しない者の同項に規定する勤務したとを要しない者の同項に規定する勤務した

月が引き続いて６月をこえるに至った場合月が引き続いて６月をこえるに至った場合月が引き続いて６月をこえるに至った場合月が引き続いて６月をこえるに至った場合

（附則第３項の規定に該当する場合を除く（附則第３項の規定に該当する場合を除く（附則第３項の規定に該当する場合を除く（附則第３項の規定に該当する場合を除く

。）には、当分の間、その者を同項の職員。）には、当分の間、その者を同項の職員。）には、当分の間、その者を同項の職員。）には、当分の間、その者を同項の職員

とみなして、とみなして、とみなして、とみなして、同条例同条例同条例同条例の規定を適用する。この規定を適用する。この規定を適用する。この規定を適用する。こ

の場合において、その者に対するの場合において、その者に対するの場合において、その者に対するの場合において、その者に対する同条例同条例同条例同条例のののの

規定による退職手当の額は、これらの規定規定による退職手当の額は、これらの規定規定による退職手当の額は、これらの規定規定による退職手当の額は、これらの規定

により計算した退職手当の額のにより計算した退職手当の額のにより計算した退職手当の額のにより計算した退職手当の額の100100100100分の分の分の分の50505050

に相当する額とする。に相当する額とする。に相当する額とする。に相当する額とする。    

４４４４    新条例新条例新条例新条例支給条例第１条第２項支給条例第１条第２項支給条例第１条第２項支給条例第１条第２項第１条第２第１条第２第１条第２第１条第２

項項項項に規定する者以外の常時勤務に服するこに規定する者以外の常時勤務に服するこに規定する者以外の常時勤務に服するこに規定する者以外の常時勤務に服するこ

とを要しない者の同項に規定する勤務したとを要しない者の同項に規定する勤務したとを要しない者の同項に規定する勤務したとを要しない者の同項に規定する勤務した

月が引き続いて６月をこえるに至った場合月が引き続いて６月をこえるに至った場合月が引き続いて６月をこえるに至った場合月が引き続いて６月をこえるに至った場合

（附則第３項の規定に該当する場合を除く（附則第３項の規定に該当する場合を除く（附則第３項の規定に該当する場合を除く（附則第３項の規定に該当する場合を除く

。）には、当分の間、その者を同項の職員。）には、当分の間、その者を同項の職員。）には、当分の間、その者を同項の職員。）には、当分の間、その者を同項の職員

とみなして、とみなして、とみなして、とみなして、新条例新条例新条例新条例の規定を適用する。この規定を適用する。この規定を適用する。この規定を適用する。こ

の場合において、その者に対するの場合において、その者に対するの場合において、その者に対するの場合において、その者に対する新条例新条例新条例新条例のののの

規定による退職手当の額は、これらの規定規定による退職手当の額は、これらの規定規定による退職手当の額は、これらの規定規定による退職手当の額は、これらの規定

により計算した退職手当の額のにより計算した退職手当の額のにより計算した退職手当の額のにより計算した退職手当の額の100100100100分の分の分の分の50505050

に相当する額とする。に相当する額とする。に相当する額とする。に相当する額とする。    

５５５５    ((((略略略略))))    ５５５５    ((((略略略略))))    

６６６６    附則第４項の規定の適用を受ける者（引附則第４項の規定の適用を受ける者（引附則第４項の規定の適用を受ける者（引附則第４項の規定の適用を受ける者（引

き続き同項に規定する者であるものとしたき続き同項に規定する者であるものとしたき続き同項に規定する者であるものとしたき続き同項に規定する者であるものとした

場合に、同項の規定の適用を受けることが場合に、同項の規定の適用を受けることが場合に、同項の規定の適用を受けることが場合に、同項の規定の適用を受けることが

できた者を含む。）に対するできた者を含む。）に対するできた者を含む。）に対するできた者を含む。）に対する豊川市職員退豊川市職員退豊川市職員退豊川市職員退

職手当支給条例職手当支給条例職手当支給条例職手当支給条例第６条の２の規定の適用に第６条の２の規定の適用に第６条の２の規定の適用に第６条の２の規定の適用に

ついては、同条中「ついては、同条中「ついては、同条中「ついては、同条中「12121212月」とあるのは「６月」とあるのは「６月」とあるのは「６月」とあるのは「６

月」とする。月」とする。月」とする。月」とする。    

６６６６    附則第４項の規定の適用を受ける者（引附則第４項の規定の適用を受ける者（引附則第４項の規定の適用を受ける者（引附則第４項の規定の適用を受ける者（引

き続き同項に規定する者であるものとしたき続き同項に規定する者であるものとしたき続き同項に規定する者であるものとしたき続き同項に規定する者であるものとした

場合に、同項の規定の適用を受けることが場合に、同項の規定の適用を受けることが場合に、同項の規定の適用を受けることが場合に、同項の規定の適用を受けることが

できた者を含む。）に対するできた者を含む。）に対するできた者を含む。）に対するできた者を含む。）に対する新条例新条例新条例新条例職員退職員退職員退職員退

職手当支給条例職手当支給条例職手当支給条例職手当支給条例第６条の２の規定の適用に第６条の２の規定の適用に第６条の２の規定の適用に第６条の２の規定の適用に

ついては、同条中「ついては、同条中「ついては、同条中「ついては、同条中「12121212月」とあるのは「６月」とあるのは「６月」とあるのは「６月」とあるのは「６

月」とする。月」とする。月」とする。月」とする。    

 

 



----    6 6 6 6 ----    

                    理理理理    由由由由 

この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、国家公務員の退職手当に関する制度の改正を踏まえ国家公務員の退職手当に関する制度の改正を踏まえ国家公務員の退職手当に関する制度の改正を踏まえ国家公務員の退職手当に関する制度の改正を踏まえ

非常勤職員に係る退職手当の支給要件を緩和するとともに、雇用保険法の一部非常勤職員に係る退職手当の支給要件を緩和するとともに、雇用保険法の一部非常勤職員に係る退職手当の支給要件を緩和するとともに、雇用保険法の一部非常勤職員に係る退職手当の支給要件を緩和するとともに、雇用保険法の一部

改正に伴い改正に伴い改正に伴い改正に伴い退職後に事業を開始した退職後に事業を開始した退職後に事業を開始した退職後に事業を開始した者等に係る者等に係る者等に係る者等に係る失業者の退職手当の失業者の退職手当の失業者の退職手当の失業者の退職手当の受給期間の受給期間の受給期間の受給期間の

特例を特例を特例を特例を定める等の措置を講定める等の措置を講定める等の措置を講定める等の措置を講じ、併せてじ、併せてじ、併せてじ、併せて職業安定法の一部改正に伴い所要の規定職業安定法の一部改正に伴い所要の規定職業安定法の一部改正に伴い所要の規定職業安定法の一部改正に伴い所要の規定

の整備を行う必要があるからである。の整備を行う必要があるからである。の整備を行う必要があるからである。の整備を行う必要があるからである。 

 


